
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申 

 （答申第３２８５号）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月４日 
 

 

 

 



 

横 情 審 答 申 第 3 2 8 5 号 

令 和 ７ 年 1 2月 ４ 日 

 

 

横浜市長 山 中 竹 春 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会長   松 村 雅 生 

 

 

 

個人情報の保護に関する法律第105条第３項の規定により読み替えて準用す

る同条第１項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

 

令和６年８月21日健医援第1801号による次の諮問について、別紙のとおり答申します。 

 

「審査請求人に係る重度障害者医療証交付申請書 重度障害者医療対象者

異動等届出書」の保有個人情報不開示決定に対する審査請求についての諮問 
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別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「審査請求人に係る重度障害者医療証交付申請書 重度障害者医療対

象者異動等届出書」の存否を明らかにしないで不開示とした決定は、妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、横浜市長（以下「実施機関」という。）が令和６年６月18

日付で行った上記１記載の保有個人情報（以下「本件保有個人情報」という。）の不

開示決定（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるというものである。 

３ 実施機関の不開示理由説明要旨 

本件保有個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。

以下「法」という。）第81条に該当するため、その存否を明らかにしないで不開示と

したものであって、その理由は、次のように要約される。 

(1) 存否応答拒否の適用に当たっては、①開示請求に係る保有個人情報の開示、不開

示又は不存在を答えることによって、名指しされた特定の者や限定された特定の事

項、場所、分野等に関する一定の事実の有無が公になること、及び②①で公になる

事実に、不開示理由に該当する事実が含まれていること、の二つの要件を備えてい

ることが必要である。 

(2) 本件保有個人情報を開示することにより、審査請求人の重度障害者医療証の交付

の有無が公になるため、上記①の要件に該当する。 

(3) 本件保有個人情報開示請求は、審査請求人の法定代理人（以下「審査請求人代理

人」という。）が審査請求人に代わって請求したものである。 

本人の重度障害者医療証の交付状況について法定代理人が把握していない場合に

おいては、本人と法定代理人の利害が対立する関係にある場合が少なくない。仮に、

審査請求人の重度障害者医療証の交付状況を審査請求人代理人が知ることになれば、

審査請求人の生命、健康、生活又は財産が害されるおそれがあることから、本件保

有個人情報は法第78条第１項第１号に掲げる開示請求者の生命、健康、生活又は財

産を害するおそれがある情報に該当するため、上記②の要件に該当する。 

(4) 以上より、本件保有個人情報開示請求は、法第81条に該当し、不開示とした。 
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４ 審査請求人の本件処分に対する意見 

審査請求人が、審査請求書及び主張書面において主張している本件処分に対する意

見は、次のように要約される。 

(1) 本件処分を取り消し、本件保有個人情報の全部を開示するよう求める。 

(2) 不開示決定通知の回答について、それぞれに開示請求したのに理由が全く同じ、

名前の部分以外は全く同じとはならないはず。違う内容をそれぞれ聞いているのだ

から。 

(3) 子のことを親が聞くのは当たり前である。 

(4) 2024年５月17日、参議院国会の立法府として77年ぶりに家族法の民法改正が決

まった。民法、法律が変わり、より子供の利益最優先としての民法が決まった。 

(5) もう一人の親が、子供が不利益にならないように、成長度合や普段の状態を把握

することはごく当たり前のことである。 

(6) 「障害者配慮義務違反」であり、「子供の権利条約」の第18条及び第19条違反で

ある。 

５ 審査会の判断 

(1) 重度障害者医療証交付申請書等に係る事務について 

横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例（昭和46年12月横浜市条例第59号）

による医療費の助成を受けるため医療証の交付を受けようとする者は、横浜市重度

障害者の医療費助成に関する条例施行規則（昭和46年12月横浜市規則第113号）に

基づき、助成対象者の住所及び氏名、加入している健康保険の名称及び番号等を記

載した申請書の提出が必要となる。 

また、住所や加入している健康保険に変更があったときなどについても、変更後

の住所や健康保険の名称及び番号等を記載した届出書の提出が必要となる。 

これらの申請・届出には、横浜市重度障害者の医療費助成事務取扱要領（昭和62

年５月制定）第１号様式である「重度障害者医療証交付申請書 重度障害者医療対

象者異動等届出書」を使用している。 

(2) 本件保有個人情報について 

本件保有個人情報は、開示請求書の記載から、審査請求人に係る重度障害者医療

証交付申請書及び重度障害者医療対象者異動等届出書と解される。なお、本件保有

個人情報開示請求は、未成年者である審査請求人の審査請求人代理人が審査請求人

に代わって行ったものである。 
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(3) 存否応答拒否について 

ア 法第81条では、「開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在し

ているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機

関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否

することができる。」と規定している。 

イ 存否応答拒否は、請求内容から推し量られる個人情報の存否そのものが法上の

不開示事由に該当する場合に、不開示として応答することによって生じる支障を

回避しようとするものである。 

そのため、存否応答拒否を行うには、①開示請求に係る保有個人情報の開示、

不開示又は不存在を答えることによって、名指しされた特定の者や限定された特

定の事項、場所、分野等に関する一定の事実の有無が明らかになること及び②当

該事実に、不開示事由に該当する事実が含まれていることの二つの要件を備えて

いることが必要であると解される。 

(4) 本件処分の妥当性について 

ア 本件処分は、実施機関が、本件保有個人情報が存在しているか否かを答えるだ

けで、法第78条第１項第１号に基づき不開示として保護すべき保有個人情報を明

らかにしてしまうことになるとして、法第81条に基づき、本件保有個人情報の存

否を明らかにしないで不開示決定をしたものである。 

そこで、本件処分が存否応答拒否の二つの要件を備えているかについて、以下

検討する。 

イ 本件保有個人情報開示請求は、保有個人情報開示請求書の記載から、審査請求

人という特定の者を名指しして、その重度障害者医療証交付申請書及び重度障害

者医療対象者異動等届出書の開示を請求しているものであると認められる。 

そのため、本件保有個人情報開示請求に対して、開示決定又は不開示事由該当

を理由とした不開示決定若しくは一部開示決定を行った場合には、本件保有個人

情報が存在すること、すなわち、審査請求人の重度障害者医療証の交付申請又は

重度障害者医療対象者の異動等の届出があったという事実を明らかにすることと

なる。また、不存在による不開示決定を行った場合には、本件保有個人情報が存

在しないこと、すなわち、審査請求人の重度障害者医療証の交付申請及び重度障

害者医療対象者の異動等の届出がなかったという事実を明らかにすることとなる。 

したがって、本件保有個人情報の開示若しくは不開示又は不存在を答えること
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によって、審査請求人に関する上記事実の有無が明らかになるといえるため、上

記①の要件に該当する。 

ウ 次に、当該事実に、不開示事由に該当する事実が含まれているかについて検討

する。 

(ｱ) 法第78条第１項第１号では「開示請求者（第76条第２項の規定により代理人

が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。・・・）

の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報」について、開示しな

いことができることを規定している。 

(ｲ) そして、実施機関は、当該事実を審査請求人代理人が知ることになれば、審

査請求人の生命、健康、生活又は財産が侵害されるおそれがあることから、当

該事実は法第78条第１項第１号に該当すると主張している。 

そもそも、保有個人情報開示請求については、本人の権利利益の保護という

観点から、本人からの開示請求により、当該本人に対してその個人情報を開示

することが原則である。このため、法第76条第２項に基づく法定代理人による

請求も、本人の利益のために認められているものである。 

この点、実施機関の説明及び審査請求書の記載によれば、審査請求人代理人

は審査請求人と同居していないとのことである。また、子の重度障害者医療証

の交付に係る情報や居所といった法定代理人の間では通常共有されるべき情報

が、審査請求人代理人においては共有されていないとのことであるし、審査請

求書の記載からは、審査請求人代理人は、審査請求人の居所等を知ることを望

んでいることがうかがわれる。 

これらの状況を考慮すると、本件保有個人情報開示請求に対する決定が審査

請求人のためにならない結果を招く可能性は否定できない。このため、当該事

実は法第78条第１項第１号に該当するとした実施機関の判断は、不合理である

とまではいえない。 

したがって、当該事実に不開示事由に該当する事実が含まれているといえる

ため、上記②の要件に該当する。 

エ 以上のことから、本件処分は、存否応答拒否の二つの要件を充足するというべ

きである。 

(5) 審査請求人のその他の主張は、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 

(6) 結論 
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以上のとおり、実施機関が本件保有個人情報を法第81条に該当するとして、その

存否を明らかにしないで不開示とした決定は、妥当である。 

（第四部会） 

委員 板垣勝彦、委員 飯島奈津子、委員 山本窓亜 

 

《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

令 和 ６ 年 ８ 月 2 1 日 ・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理 

令 和 ６ 年 ９ 月 2 5 日 ・審査請求人から主張書面を受理 

令 和 ７ 年 1 0 月 ２ 日 

（第4 7回第四部会） 
・審議 

令 和 ７ 年 1 1 月 1 3 日 

（第4 8回第四部会） 
・審議 

 
 


